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田んぼアート2019とラグビーワールドカップ（埼玉県行田市） 編集部撮影
　埼玉県行田市は世界最大としてギネス世界記録に認定されている田んぼアートにラグビー日本代表選手として活躍する
リーチマイケル選手、姫野和樹選手、田中史郎選手を採用しました。
　「がんばれ日本代表」の帯には代表ユニホームのシンボルである桜の花と行田市のシンボルである古代蓮をあしらいました。
ラグビーW杯は9月20日から11月2日の日程で開催します。 （カラー版は http://www.miura21.co.jp でご覧いただけます）

開催日：2019年11月６日（水）・７日（木）
会　場：江東区亀戸6－41－20
　　　　機缶健保会館　地下1階　講習会場
受講料金：12,680円（消費税込み・テキスト代を含む）
　　　　　上記金額は、消費税10％改訂後の受講料金となります。
　※お問い合わせ、資料請求は下記へどうぞ

公益社団法人　ボイラ・クレーン安全協会
　　　　　　　東京事務所
〒136－0071 江東区亀戸6－41－20　機缶健保会館4階

2019年11月25日（月）・26日（火）

会員28,000円・一般32,000円（テキスト代含む）
2019年12月10日（火）

9 30 5

頑張れ！ ニッポン
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　東京都溶接協会は７月20日、昭島市の都立多摩職業
能力開発センターで指導教員向け研修会、同27日には
足立区の都立城東職業能力開発センターで初心者の生徒
と教員を対象とした研修会を相次いで開催した。
　また、８月28日には江東区の産学協同センターで毎
年恒例となった東京都高校生溶接コンクール（若手人材
育成溶接コンクール）の参加希望者への研修会を開催し
12月21日の本番に向けた練習を行った。各会場とも実
習中は講師陣が各ブースを丹念に回り、受講者全員に丁
寧な指導をした。

「溶接甲子園」へ「溶接甲子園」へ「溶接甲子園」へ

今後のスケジュール

一般社団法人 東京都溶接協会
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。
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損
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。
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又
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踏
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く
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く
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が
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と
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す
。

①第６回　東京都高校生溶接コンクール
　　　　　（若手人材育成溶接コンクール）
　　日時：令和元年12月21日(土)　午前９時～
　　場所：産学協同センター

②第11回　関東甲信越高校生溶接コンクール
　　日時：令和２年４月下旬（予定）
　　場所：神鋼溶接サービス㈱　研修センター

学校関係者で見学希望の方は下記へお問合せください。
一般社団法人 東京都溶接協会 事務局　電話03－3685－5448

担当講師と参加した生徒

実習中の模様
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〈定額残業代制度の周知と是非〉
　時間外労働の手当を一定の金額で支給する「定額残業代」の採用については、労務管理上の利点から導入されている例も多く見受けられます。
しかしながら争議に発展するケースも多く、判例も積み重なってきたことから、運用についての通達も出されております。

1. 固定残業代についての通達
　平成29年7月31日付け基発0731第27号「時間外労働等に対する割増賃金の解釈について」によると、平成29年7月7日付けの最高裁判所第二小法
廷判決を踏まえて、名称によらず、一定時間分までの時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金として定額で支払われる賃金について
の解釈が示されました。時間外労働に対する割増賃金を固定的に支払うことは直ちに労働基準法に違反するものではないとされましたが、不適切
な運用により、労働基準法上の時間外労働等の割増賃金の支払義務等に違反する事例も発生していると認識されており、時間外労働等に対する割
増賃金の適切な支払いのために、次のような留意すべき事項が例示されております。
①�基本賃金等の金額が労働者に明示されていることを前提に、例えば、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金に当たる部分について、
相当する時間外労働等の時間数又は金額を書面等で明示するなどして、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に
区別できるようにしているか確認すること。
②�割増賃金に当たる部分の金額が、実際の時間外労働等の時間に応じた割増賃金の額を下回る場合には、その差額を追加して所定の賃金支払日に
支払わなければならない。そのため、使用者が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成29年1月20
日付け基発0120第3号）を遵守し、労働時間を適正に把握しているか確認すること。

2. 有効とするためには
　固定残業代制を有効に運用するためには、就業規則や労働契約書に定めて、その金額を雇用契約書等で明示をし、その時間数がいわゆる過労死
の判断基準である1月あたり80時間から100時間に達するものではないことが挙げられます。また、求人をする際には次の①〜③の内容すべてを明
示する必要があります。
①固定残業代を除いた基本給の額
②固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
③固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨

3. 固定残業代が無効とされた場合
　固定残業代が判決により無効とされてしまうと、その分が固定賃金と解釈されるため、割増賃金の基礎となる賃金（労働基準法37条、労働基準
法施行規則21条）として算入され、より単価が増加した状態で割増賃金を算出することとなります。また、未払い賃金と解されるため、これと同
額の付加金の支払いを命じられる場合もあります。

4. 固定残業代をめぐる判例
〈Ｔ事件（平成24年3月8日最高裁第一小法廷判決）〉基本給月額を41万円とし、月間総労働時間が180時間を超えた場合には、その超えた時間につ
き1時間当たり一定額を別途支払い、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働がされても、基本給以上の支払いをしないという雇用契約の是非
について争われたもの。この基本給の表記では、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法第37条第1項の規定する時間外の割増賃金に当
たる部分とを判別することはできないものと解釈され、時間外労働をした場合に、月額41万円の基本給の支払を受けたとしても、その支払によって、
月間180時間以内の労働時間中の時間外労働について労働基準法第37条第1項の規定する割増賃金が支払われたとすることはできないと指摘。また、
裁判官の補足意見として「便宜的に毎月の給与の中にあらかじめ一定時間（例えば10時間分）の残業手当が算入されているものとして給与が支払
われている事例もみられるが、その場合は、その旨が雇用契約上も明確にされていなければならないと同時に、支給時に支給対象の時間外労働の
時間数と残業手当の額が労働者に明示されていなければならないであろう。さらには10時間を超えて残業が行われた場合には当然その所定の支給
日に別途上乗せして残業手当を支給する旨もあらかじめ明らかにされていなければならない」とされました。

〈Ｕ事件（平成20年10月7日東京地裁判決）〉売上等に応じて支給される販売手当を固定的に支給していたが、これは従業員が時間外労働や深夜労
働をした場合に支給される割増賃金と同様の性質を有するものとはいい難い。販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたと
までは述べていないのであるし、他に販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたことを認めるに足りる証拠はないことから、
販売手当の支払をもって時間外及び深夜の割増賃金の支払ということはできないという判断に至った。

〈Ｆ事件（平成20年3月21日東京地裁判決）〉労働者自身が当月働いた分についてどれだけの時間外労働がなされ、それに対していくらの割増賃金
が出ているのかを概算的にでも有効・適切に知ることができなければ、労使の合意に基づいた労働条件の中身としての賃金なり給与条件の合意が
成立したことにはならない。

〈Ｗ・Ｈ事件（平成24年10月19日札幌高裁判決）〉使用者が基本給とは別に支給されていた定額の職務手当が95時間分の時間外賃金であると主張
したのに対し、職務手当の受給を合意した労働者が95時間の時間外労働義務を負うことになり、このような長時間の時間外労働を義務付けること
は労働基準法36条の規定を無意味なものとするばかりでなく、安全配慮義務に反し、公序良俗に反する恐れさえあるとして、職務手当は労働基準
法36条の上限として周知されている月45時間分の通常残業の対価として合意され、支払われたものと認めるのが相当として月45時間を超える時間
外労働時間及び深夜労働時間につき残業代の支払を命じました。

〈Ｍ・Ｉ事件（平成26年11月26日東京高裁判決、原審：平成26年4月30日横浜地裁判決）〉概ね100時間に相当する時間外手当について、割増賃金
に相当する部分とそれ以外の部分についての区別が明確となっていないことのほか、36協定の延長限度時間に関する基準において月45時間が労働
時間の上限と定められていることに照らし、「100時間という長時間の時間外労働を恒常的に行わせることが上記法令の趣旨に反するものである」
こと等を理由として、営業手当の支払が割増賃金の支払であることを否定しました。

高校生溶接コンクール 協賛企業
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講　　習　　予　　定　　表 公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
URL　http://www.bcsa.or.jp
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十
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十
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六
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溶
接
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溶
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予
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溶
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溶
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〇
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〇
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〇
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み
の
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三
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〇
〇
円
税
込
）

Ｊ
Ｉ
Ｓ
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接
評
価
試
験

Ｊ
Ｉ
Ｓ
溶
接
評
価
試
験

受
験
準
備
講
習
会

１
日
▽
防
災
の
日

　
　
　

関
東
大
震
災
記
念
日

　
　
　

富
山
八
尾
風
の
盆
（
〜
３
日
）

４
日
▽
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賀
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比
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／
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学
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〜
６
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９
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▽
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宮
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ょ
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〜
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日
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▽
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界
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の
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岸
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田
だ
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▽
老
人
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老
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〜
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日
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日
▽
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鎌
倉
鶴
岡
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宮
や
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め
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日
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岸
入
り

　
　
　

空
の
日
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物
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（
〜
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日
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日
▽
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全
国
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通
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運
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〜
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▽
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分
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日
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岸
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予
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日
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彼
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日
▽
全
日
本
模
型
ホ
ビ
ー
シ
ョ
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（
〜
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日 

東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
青
梅
展
示
棟
）

30
日
▼
ク
レ
ー
ン
の
日

※ 

行
事
・
祭
は
変
更
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
事
前
に
関
係
諸
団
体

に
ご
確
認
下
さ
い
。

九
月

長な
が

月つ
き

種類 講　習　名 2019年9月～12月 2020年1月～3月

技
　
能
　
講
　
習

玉 掛 け 技 能 講 習

茨城 12/5
栃木 9/3　10/1　11/12　12/3
埼玉 9/10　10/8　11/19　12/3
甲信 10/17　11/14　12/12

栃木 1/21　2/4　3/3
埼玉 1/15
甲信 1/16　2/13　3/12

床 上 操 作 式 ク レ ー ン 運 転

茨城 10/17
栃木 9/18　10/23　12/10
埼玉 10/16　11/26　12/17
甲信 9/5　10/24　11/21　12/19

茨城 1/16
栃木 3/24
甲信 1/23　3/26

小 型 移 動 式 ク レ ー ン 運 転 栃木 9/26　11/5
甲信 10/2　12/4

栃木 2/13
甲信 2/5

フ ォ ー ク リ フ ト 運 転 栃木 9/13　10/15　11/8　11/19
埼玉 9/19　11/6

栃木 1/14　2/18　3/10
埼玉 1/21

ボ イ ラ ー 取 扱 東京 11/6 東京 2/6
普通第一種圧力容器取扱作業主任者 茨城 11/19　　 東京 12/12
は い 作 業 主 任 栃木 10/29

特
別
教
育

ク レ ー ン 運 転 特 別 教 育 栃木 9/10　10/8　11/26　12/17
甲信 9/17　10/30

栃木 1/28　2/25　3/17
甲信 2/20

高所作業車運転業務特別教育 栃木 1/8
フ ル ハ ー ネ ス 型 安 全 帯
使 用 作 業 の 特 別 教 育

福島 9/13　10/3　12/9
いわき 9/18　11/5　12/24

福島 2/10　3/25
いわき 1/27　2/10　3/23

安
全
衛
生
教
育

天井クレーン定期自主検査者 茨城 9/25　　 埼玉 12/19 東京 1/16
移動式クレーン定期自主検査者 茨城 11/13　　 埼玉 11/13　　 東京 9/5
移 動 式 ク レ ー ン 運 転 士 東京 3/8
玉 掛 け 業 務 従 事 者
フォークリフト運転業務従事者 栃木 10/11

★日付は講習開始日です。詳細については、各事務所にお問い合わせください。出張講習のご要望も受け付けております。下記の各事務所にご相談ください。URL http://www.bcsa.or.jp

ボイラ･クレーン
安 全 協 会 〒136−0071

江東区亀戸６−41−20
機缶健保会館２階

TEL　03−3684−5551
FAX　03−3685−2189 茨 城 事 務 所 〒300−0875 土浦市中荒川沖町２−６ツインビル３階

TEL　029−843−0740
FAX　029−841−1968

東 京 事 務 所 〒136−0071 江東区亀戸６−41−20機缶健保会館４階
TEL　03−3685−5222
FAX　03−3685−5746 栃 木 事 務 所 〒322−0016 鹿沼市流通センター46番地 TEL　0289−72−1717

FAX　0289−76−6090

千 葉 事 務 所 〒260−0028 千葉市中央区新町18−10千葉第一生命ビル２階
TEL　043−247−5532
FAX　043−247−5576 甲 信 事 務 所 〒400−0212 山梨県南アルプス市下今諏訪610番９

TEL　055−287−9511
FAX　055−287−9512

埼 玉 事 務 所 〒330−0801 さいたま市大宮区土手町１−２JA共済埼玉ビル６階
TEL　048−643−1543
FAX　048−643−1524 福 島 事 務 所 〒963−0547 郡山市喜久田町卸３−39 TEL　024−963−1855

FAX　024−963−1866

神奈川事務所＊ 〒221−0853 横浜市神奈川区鶴屋町3−35−1第2米林ビル7階
TEL　045−324−2860
FAX　045−316−8768 いわき事務所 〒971−8181 いわき市泉町本谷字作123 TEL　0246−58−9300

FAX　0246−58−9301
＊神奈川事務所は2019年8月13日より上記新住所に移転しました。
※厚生労働大臣登録検査関としてボイラー等・クレーン等、両方の性能検査を実施しています。上記の各事務所にご相談ください。

〈申  込  先〉
一般社団法人

東京都溶接協会
東京都江東区大島 3 ─ 1 ─ 11

産学協同センター内
TEL　03─3685─5448
FAX　03─3682─4902


